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はじめに 

 

 近年、地球温暖化が起因とみられる気候変動により、大型台風や集中豪雨な

どの異常気象が頻発し、多くの災害をもたらしています。 

 本市では、2021（令和 3）年 9 月 16 日に「泉佐野市気候非常事態宣言」を

表明し、市民、事業者の皆さまと連携し、ともに地球温暖化対策に取り組み、

2050（令和 32）年までに二酸化炭素排出量実質ゼロにすることを目指してい

ます。 

泉佐野市が実施している事務・事業に関し、「温室効果ガスの排出量の削

減」と「温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化」に取り組むための計画とし

て 2008（平成 20）年３月に「泉佐野市地球温暖化対策実行計画」を策定、そ

の後、改定を行い、2023（令和 5）年３月に「第 IV 期泉佐野市地球温暖化対

策実行計画（事務事業編）」を策定しました。 

 今回策定する泉佐野市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）は、区域の自

然的社会的条件に応じて、温室効果ガス排出量の削減等を行うための施策に関

する事項を定める計画です。国の地球温暖化対策計画との整合を図り、2030

（令和 12）年度に温室効果ガス排出量を 2013（平成 25）年度比で 46％以

上削減することを目標に掲げるとともに、長期目標として、2050（令和 32）

年のカーボンニュートラルの実現に向けて取り組んでまいります。 

最後に、この計画の策定にあたりご審議を賜りました泉佐野市環境衛生審議

会委員の皆様、また、アンケート調査にご協力をいただきました市民の皆様を

はじめ、関係各位に心より感謝申しあげるとともに、今後の市政の推進にあた

りまして、皆様のより一層のご理解とご協力をお願い申しあげます。 

 

2025（令和 7）年 3 月 

泉佐野市長 千代松 大耕 
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１．区域施策編策定の基本的事項・背景 

 

（1）区域施策編策定の背景 

ア 気候変動の影響 

気候変動問題は、その予想される影響の大きさや深刻さから見て、人類の生存基盤に

関わる安全保障の問題と認識されており、最も重要な環境問題の一つとされています。

既に世界的にも平均気温の上昇、雪氷の融解、海面水位の上昇が観測されています。 

2021（令和 3）年８月には、IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第６次評価報

告書が公表され、同報告書では、人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきた

ことには疑う余地がないこと、大気、海洋、雪氷圏及び生物圏において、広範囲かつ急

速な変化が現れていること、気候システムの多くの変化（極端な高温や大雨の頻度と強

度の増加、いくつかの地域における強い熱帯低気圧の割合の増加等）は、地球温暖化の

進行に直接関係して拡大することが示されました。今後、地球温暖化の進行に伴い、こ

のような猛暑や豪雨のリスクは更に高まることが予測されています。 

 

イ 地球温暖化対策をめぐる国際的な動向 

2015（平成 27）年 11 月から 12 月にかけて、フランス・パリにおいて、第 21 回

締約国会議（COP21）が開催され、京都議定書以来 18 年ぶりの新たな法的拘束力のあ

る国際的な合意文書となるパリ協定が採択されました。 

合意に至ったパリ協定は、国際条約として初めて「世界的な平均気温上昇を産業革命

以前に比べて 2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力を追求すること」や

「今世紀後半の温室効果ガスの人為的な排出と吸収の均衡」を掲げたほか、先進国と途

上国といった二分論を超えた全ての国の参加、5 年ごとに貢献（nationally determined 

contribution）を提出・更新する仕組み、適応計画プロセスや行動の実施等を規定して

おり、国際枠組みとして画期的なものと言えます。 

2018（平成 30）年に公表された IPCC「1.5℃特別報告書」によると、世界全体の平

均気温の上昇を、２℃を十分下回り 1.5℃の水準に抑えるためには、CO2排出量を 2050

（令和 32）年頃に正味ゼロとすることが必要とされています。この報告書を受け、世

界各国で、2050（令和 32）年までのカーボンニュートラルを目標として掲げる動きが

広がりました。 

 

ウ 地球温暖化対策をめぐる国内の動向 

2020（令和 2）年 10 月、我が国は、2050（令和 32）年までに、温室効果ガスの排

出を全体としてゼロにする、すなわち、2050（令和 32）年カーボンニュートラル、脱

炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。翌 2021（令和 3）年 4 月、政府の地球

温暖化対策推進本部において、2030（令和 12）年度の温室効果ガスの削減目標を 2013
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（平成 25）年度比 46％削減することとし、さらに、50 パーセントの高みに向けて、

挑戦を続けていく旨が公表されました。また、2021（令和 3）年 10 月には、これらの

目標が位置付けられた地球温暖化対策計画の閣議決定がなされました。地球温暖化対

策計画においては、我が国は、2030（令和 12）年、そして 2050（令和 32）年に向け

た挑戦を絶え間なく続けていくこと、2050（令和 32）年度カーボンニュートラルと

2030（令和 12）年度 46%削減目標の実現は決して容易なものではなく、全ての社会

経済活動において脱炭素を主要課題の一つとして位置付け、持続可能で強靱な社会経

済システムへの転換を進めることが不可欠であること、目標実現のために、脱炭素を軸

として成長に資する政策を推進していくことなどが示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化対策計画における 2030（令和 12）年度温室効果ガス排出削減量の目標 

出典：環境省（2021）「地球温暖化対策計画」 

 

 

エ 泉佐野市における地球温暖化対策の取組方針 

泉佐野市においては、2021（令和 3）年 9 月に、「泉佐野市気候非常事態宣言」を表

明しました。2030（令和 12）年度の温室効果ガスの削減目標を 2013（平成 25）年

度比 46％削減すること、2050（令和 32）年度カーボンニュートラルを目指して取り

組んでいくこととします。 
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出典：気候変動適応情報プラットフォーム 

 

（２）区域の特徴 

以下に示す泉佐野市の自然的・社会的条件を踏まえ、区域施策編に位置付けるべき施策の

整理を行います。また、他の関係行政施策との整合を図りながら、地球温暖化対策に取り組

むこととします。（以下は自然的・社会的条件の例示） 

ア 地域の概要 

泉佐野市は、大阪市と和歌山市のほぼ中間に位置し、背後に一部が金剛生駒紀泉国定

公園に指定された和泉山脈を擁し、美しい山河、緑あふれる恵まれた自然環境にありま

す。商・工・農・漁業がそれぞれバランスよく栄えてきましたが、関西国際空港の開港

などに伴う人口の増加とともに、商業・サービス業が盛んになっています。面積は約 56

平方キロメートルです。 

 イ 気候概況 

   瀬戸内式気候に属するため気候は温暖で、比較的少ない降水量となっています。 

 ウ 人口 

   2010（平成 22）年の国勢調査を基にした将来人口によると、2015（平成 27）年を

ピークに本市の人口は減少に転じ、2060（令和 42）年には 74,671 人になると推測さ

れています。 

  

（３）計画期間 

泉佐野市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の基準年度、目標年度、計画期間につい

て、2013（平成 25）年度を基準年度とし、2030（令和 12）年度を目標年度とします。ま

た、計画期間は、策定年度である 2024（令和 6）年度の翌年である 2025（令和 7）年度
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から 2030（令和 12）年度までの 6 年間とします。 

平成 

25 年 

・・・ 令和 

3 年 

・・・ 令和 

6 年 

令和 

7 年 

 

令和 

8 年 

 

・・・ 令和 

12 年 

2013 ・・・ 2021 ・・・ 2024 2025 2026 ・・・ 2030 

基準年度 ・・・ 現状年度 

※ 

・・・ 策定年度 対策・施策の進捗把握 

定期的に見直しの検討 

目標年度 

計画期間 

※現状年度は、排出量を推計可能な直近の年度を指します。 

 泉佐野市における基準年度、目標年度及び計画期間 
（基準年度を 2013（平成 25）年度、目標年度を 2030（令和 12）年度としたケース） 

 

 

（４）推進体制 

本計画は、住民・事業者と市との連携・協力により進めていくために、次のとおり推進体

制を整備します 

泉佐野市環境衛生審議会は、学識経験を有する者、公共的団体の代表者、公募した市民の

うちから、市長が任命した委員で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画の推進体制  

  

泉佐野市 

環境衛生審議会 

意見 
・市民 

・市民団体 

・事業者 

・小売電気事業者 

（泉佐野電力） 

・市（行政） 

諮問機関 

本計画の推進及び実行組織 

報告 

事務局 

（環境衛生課） 連携・協力 



 

7 

 

２．温室効果ガス排出量の推計 

 

（1）区域の温室効果ガスの現況推計 

泉佐野市では、環境省が地方公共団体実行計画策定・実施支援サイトにて毎年度公表して

いる「自治体排出量カルテ」に掲載された値を基に、区域施策編が対象とする部門・分野の

温室効果ガスの現況推計を行います。現況推計結果は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自治体排出量カルテによる部門別排出量（グラフ例） 

出典：環境省「自治体排出量カルテについて」 

 

 

 

令和3年度 
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現況推計の結果、温室効果ガスの中でも地球温暖化に最も影響を与えている CO2 につい

て、泉佐野市では年間 51 万 t が排出されており、全国平均と比較すると「業務その他部

門」及び「運輸部門」における排出量の割合が大きい傾向にあります。 

 

 

 

（2）区域の温室効果ガスの将来分析・予測 

カーボンニュートラルの実現に向けた対策・施策の導入にあたり、どの程度踏み込んだ取

り組みが必要かを整理するため、本市における将来の CO2 排出量の推計を行いました。推

計は、現状を維持したシナリオ（BAU シナリオ）と、排出量の削減に取り組んだ場合の 2

つのシナリオ、合計 3 つのシナリオとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれのシナリオでの将来の CO2 排出量は、現在の CO2 排出量をベースとして、活動

量の変化や対策・施策による変化を推測・計算することによって、推計しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変化率 
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将来の活動量の変化は、これまでの活動量の推移を踏まえて推計を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAU シナリオでは、CO2 排出量は今後微増していくこととなります。なお、2013～

2019 年度は減少傾向にあるが、原子力発電所の再稼働による CO2 排出量の減少が主な要

因と推測しました。 

 

 

 

 

 

 

 

年間１%の省エネに取り組み、かつ使用する電力の発電時に排出される CO2 が実績値と

同様の推移で減少すると見込んだ場合、2050 年度の CO2 排出量は約27万 tとなりま

す。 

 

 

 

 

 

 

約 59 万 t 

約 27 万 t 
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ゼロカーボンの実現に向けて意欲的な対策・施策を導入した場合、2050 年度の CO2 排

出量は約 16 万 t まで抑制できます。これを電力に換算すると、約92万MWhに相当す

る量となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

約 16 万 t 
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３．計画全体の目標 

 

（1）対象とする温室効果ガス 

地球温暖化対策の推進に関する法律（第 2 条第 3 項）においては、7 種類のガスが「温

室効果ガス」として定められていますが、二酸化炭素の排出が全体の排出量の約 9 割以上

を占めているので、本計画における温室効果ガス排出量の算出は、二酸化炭素のみを対象と

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

温室効果ガス一覧  

 

（2）区域施策編の目標 

泉佐野市の区域施策編で定める計画全体の総量削減目標は国の地球温暖化対策計画や先

進事例を踏まえて下表のとおり設定します。 

 

温室効果ガス排出量・吸収

量（単位：千 t- CO2） 

2013 年度 

(基準年度) 

2021 年度 

（実績） 

2030 年度 

(目標年度) 

削減目標 

(基準年度比) 

合計 734 511 396 46% 

 産業部門 208 139 114 45% 

業務その他部門 205 131 102 50% 

家庭部門 147 89 59 60% 

運輸部門 156 137 111 29% 

廃棄物分野 

(一般廃棄物) 

20 15 10 50% 

 泉佐野市における総量削減目標 

（基準年度を 2013（平成 25）年度、目標年度を 2030（令和 12）年度としたケース） 

出典：環境省「自治体排出量カルテについて」 

 

 

温室効果ガスの種類 主な排出活動

二酸化炭素（CO2） 燃料の使用等

メタン（CH4） 燃料からの漏出等

一酸化二窒素（N2O） 燃料からの漏出等

ハイドロフルオロカーボン類（HFCs） マグネシウム合金の鋳造等

パーフルオロカーボン類（PFCs） PFCsの製造等

六ふっ化硫黄（SF6） マグネシウム合金の鋳造等

三ふっ化窒素（NF3） NF3の製造等
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産業部門  

製造業、農林水産業、鉱業、建設業におけるエネルギー消費に伴う排出です。総合エネルギ

ー統計の農林水産鉱建設部門及び製造業部門に対応します。 

 

  業務その他部門  

事務所・ビル、商業・サービス施設のほか、他のいずれの部門にも帰属しないエネルギー消

費に伴う排出です。総合エネルギー統計の業務他（第三次産業）部門に対応します。 

 

  家庭部門  

家庭におけるエネルギー消費に伴う排出です。自家用自動車からの排出は、「運輸部門（自

動車）」で計上します。総合エネルギー統計の家庭部門に対応します。 

 

運輸部門  

自動車、船舶、鉄道におけるエネルギー消費に伴う排出です。総合エネルギー統計の運輸部

門に対応します。 

 

廃棄物分野 

廃棄物の焼却処分に伴い発生する排出（焼却処分）、廃棄物の埋立処分に伴い発生する排出

（埋立処分）、排水処理に伴い発生する排出（排水処理）、廃棄物の焼却、製品の製造の用途

への使用及び廃棄物燃料の使用に伴い発生する排出（原燃料使用等）です。 
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４．温室効果ガス排出削減等に関するポテンシャル調査 

 

温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策を講ずるために、本市域の再エネポテンシャ

ルを推計しました。算定対象は、太陽光発電、風力発電、中小水力発電、バイオマスエネル

ギー、地熱発電の 5 項目としました。 
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太陽光発電 

太陽光発電はポテンシャルを 3 段階にレベル分けして推計し、最大で約 89 万 MWh/年

のポテンシャルがあることを確認しました。 

 

■推計方法 

太陽光発電は以下を前提として環境省「REPOS」で公開されている算定手法*を参考に推

計するとともに、最新の REPOS 公開値も併せて整理しました。 

 本市域に関する統計データを活用してカテゴリーごとに算出 

 導入目標を設定する際に、導入水準を直感的に理解しやすくなるよう、ポテンシャルを

3 段階にレベル分けして表現 

*令和元年度再生可能エネルギーに関するゾーニング基礎情報等の整備・公開等に関する委

託業務報告書 

令和３年度再エネ導入ポテンシャルに係る情報活用及び提供方策検討等調査委託業務報書 

■ポテンシャル 

推計の結果は、農地を中心として最大約89万MWh/年のポテンシャルとなり、REPOS

公開値を上回りました。REPOS 公開値では、統計データから地図データへの変更等、推計

手法が変更されたことに起因します。また、本市域では既に約 3 万 MWh/年の導入実績が

あることを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

15 

 

風力発電 

風力発電は、山間部を中心に約 6 万 MWh/年のポテンシャルがあることを確認しまし

た。 

 

■推計方法 

風力発電のポテンシャルは、環境省「REPOS」を参照し整理しました。なお、REPOS 上

では市町村別の洋上風力発電のポテンシャルは取りまとめられていないことから、今回の

推計ではポテンシャルの数値は整理していません。 

■ポテンシャル 

陸上風力発電では、南東の山間部に 6 万 MWh/年のポテンシャルがあることを確認しま

した。また、本市域では風力発電の導入実績は確認されませんでした。 
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バイオマスエネルギー 

バイオマスエネルギーは、森林系及び生活系を中心として約 4 万 MWh/年のポテンシャ

ルがあることを確認しました。 

 

■推計方法 

バイオマスエネルギーのポテンシャルは、発電方式の観点で直接燃焼・バイオガスの 2 つ

に分け、さらに資源発生源の観点で森林系・農業系・畜産系・生活系の 4 つに分けて推計を

行いました。ポテンシャルの推計に当たっては、各種公開情報や公開情報に基づいた推計に

よってバイオマス資源量を求め、資源量をエネルギー賦存量に換算し、さらに発電量に換算

することによってポテンシャルを求めました。 

 

 

 

 

 

■ポテンシャル 

森林系及び生活系を中心として約 4 万 MWh/年のポテンシャルがあることを確認しまし

た。 
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地熱発電 

地熱発電は、本市域にはポテンシャルがないことを確認しました。 

 

■推計方法 

地熱発電のポテンシャルは、環境省 REPOS を参照し整理しました。 

■ポテンシャル 

本市域には地熱発電のポテンシャル及び導入実績はないことを確認しました。 
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再生可能エネルギー導入のまとめ 

本市域の再エネポテンシャル総計は最大で 99 万 MWh/年となりました。省エネシナリ

オ(低位)では、 再エネポテンシャルが最大となる推計値（太陽光レベル 3）を適用したと

しても、カーボンニュートラルを実現するために必要となる再エネ導入量に達しない。 

省エネシナリオ(高位)では、意欲的な省エネに取り組むことにより、再エネポテンシャル

が最大となる推計値（太陽光レベル 3）を用いればカーボンニュートラルが実現できます。 

 

※なお中小水力発電については、ポテンシャルは 450MWh/年であり、費用対効果を鑑み

ると事業性の観点において、実現は困難であると判断しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市の再エネ導入目標は、最終目標として 2050 年に約 89 万 MWh/年、中間目標として

2030 年に約 10 万 MWh/年としました。 
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5．温室効果ガス排出削減等に関する対策・施策 

 

（1）区域の各部門・分野での対策とそのための施策 

泉佐野市では、自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の削減等のための施策を

推進します。特に、地域の事業者・住民との協力・連携の確保に留意しつつ、公共施設等の

総合管理やまちづくりの推進と合わせて、再生可能エネルギーの最大限の導入・活用ととも

に、徹底した省エネルギーの推進を図ることを目指します。さらに環境省の重点対策加速化

事業の採択を目指し、再生可能エネルギー、省エネルギーの導入だけでなく、地域雇用の創

出、地域レジリエンスの強化、環境教育などにも取り組んでいきます。 

 

ア 循環型社会の形成 

   これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会経済の在り方を見直し、廃棄物の

発生抑制と適正な資源循環を促すことにより、循環型社会を形成することで天然資源

やエネルギー消費の抑制を図ります。 

（Ａ）家庭ごみの減量化・資源化の推進 

    ごみの減量化と資源化を進めることは、ごみの焼却量を減らし、温室効果ガス排出

量削減にも効果的です。生ごみ減量化等処理機器購入助成金交付、マイバックやマイ

ボトルの普及啓発などの取組により、減量化と資源化を推進していきます。 

（Ｂ）事業系ごみの減量化・資源化の推進 

    泉佐野市においては、長期保存冷蔵庫購入助成金交付などの取組により、減量化と

資源化を推進していきます。 

（Ｃ）プラスチックごみゼロ宣言 

泉佐野市では、大阪府と大阪市が共同で宣言した「おおさかプラスチックごみゼロ

宣言」の趣旨に賛同し、令和元年 6 月 10 日に「泉佐野市プラスチックごみゼロ宣

言」を行いました。市民や事業者の皆さまにおかれましても、ごみの分別、マイバッ

ク・マイボトルの活用、ポイ捨ての防止、河川や海岸の環境美化活動への参加など、

プラスチックごみゼロへ向けて、できることから取り組んでいきます。 

（Ｄ）サーキュラーエコノミー 

泉佐野市サーキュラーエコノミー推進実証プロジェクトを実施し、ごみ減量に取

り組んでいきます。 

（Ｅ）廃食油の回収 

家庭用廃食油の回収、SAF「Sustainable Aviation Fuel（持続可能な航空燃料）」

としての活用検討に取り組んでいきます。 

（Ｆ）環境教育の実施 

市民、事業者に環境問題について知ってもらうため、出前講座「かがやき」などを

活用して、環境教育に取り組んでいきます。 
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イ 地域環境の整備 

   温室効果ガス排出量を抑制するためだけでなく、将来の更なる高齢化を見据え、歩い

て暮らせるまちの実現に向けて、公共交通の充実と都市計画道路の早期整備により交

通ネットワークの充実を図るとともに、安全で快適な道路環境の整備を図ります。また

交通ネットワークの充実を図ることで、市内の拠点ごとの役割分担にあった必要な都

市機能の整備・充実・集約と相互補完を図り、拠点間の連携を強化します。 

（Ａ）公共交通の利用促進 

コミュニティバスについては、公共施設の利用促進と高齢者・障害者等の交通弱者に

対する交通手段の確保に向けて、路線や運行本数の見直し、広域連携による新規路線の

検討などを行い、利便性の更なる向上を図ります。また停留所周辺における段差解消な

ど、利用者環境の向上をめざします。 

（Ｂ）道路ネットワークの充実 

高齢者や障がい者、幼児等が安心して歩けるように、段差の解消、歩車分離、安全施

設の整備などを推進、幹線道路などにおいては、周辺環境に調和した緑化の維持に努め、

良好な都市景観の形成、都市防災性の向上、歩行空間の快適性の向上などを図ります。

また街路樹のある幹線道路などについては、公園や緑地等とつながるみどりのネット

ワークとして、維持管理に努めます。 

（Ｃ）電気自動車の導入、充電スポットの拡充 

   公用車の EV 化、公共施設への EV 車充電器の設置を推進していきます。 

（Ｄ）森林整備の実施 

   泉佐野市森林整備計画を策定し、森林環境譲与税を活用して、計画的に森林整備を推

進していくことで、二酸化炭素吸収量の増加、土砂災害の防止につながります。従来は、

未利用間伐材は残置されており、下層植生の再生の阻害、腐敗によって発生するメタン

ガスによる温室効果の促進が問題となっていますが、未利用間伐材を木質バイオマス

発電に活用することで、それらの問題を解決するだけでなく、泉佐野産材の有効活用に

もつながります。 

 

ウ 省エネルギー対策の推進    

   泉佐野市では、省エネ啓発活動、補助金交付事業などを通じて、省エネルギーの取組

を推進していきます。 

（Ａ）省エネルギー行動の推進 

泉佐野市全体の温室効果ガス排出量を削減するためには、たとえ小さな取組であっ

ても、できるだけ多くの人が、継続して無理のない範囲で省エネルギー行動に取り組む

必要があります。このため市が率先して省エネルギーに配慮した行動を行うとともに、

HP 等による情報提供等を通じて、省エネルギー行動を推進していきます。 
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（Ｂ）省エネ機器導入に対する補助金交付 

   泉佐野市では、コージェネレーションシステム（エネファーム）設置費補助などによ

り、省エネ機器導入を推進していきます。 

（Ｃ）LED 化の促進 

   公共施設、街灯の LED 化を推進していきます。 

（Ｄ）ZEB の促進 

   庁舎整備（新館建設等）は、ZEB ready の実現を目指します。 

 

 

エ 再生可能エネルギーの導入促進 

泉佐野市では、自家消費向けの家庭用、事業所用太陽光発電システム及び蓄電池設置費

補助、市所有ため池を活用した太陽光発電システムの設置、木質バイオマス発電所の設置

などに取り組み、再生可能エネルギー導入を推進していきます。また公共施設の大半に電

力供給している一般財団法人泉佐野電力と協力して、再生可能エネルギーの比率を上げ

ていきます。 

 

（Ａ）太陽光発電システム補助金交付 

自家消費向けの家庭用、事業所用太陽光発電システム及び蓄電池設置費補助を行い、

太陽光発電システム導入を推進していきます。 

（Ｂ）ため池への太陽光発電システム導入 

   民間の発電事業者、一般財団法人泉佐野電力、ため池を管理している地元土地改良区

などと協力して、市所有ため池への水上太陽光発電システム導入を推進していきます。

ため池での水上太陽光発電は、陸上での太陽光発電と比べて、造成工事に伴う森林の伐

採が不要、など環境保全の点で長所があります。また、これまで通り農業用水としても

利用可能であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ため池太陽光発電システム 
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木質バイオマスについて 

森林を構成する個々の樹木等は、光合成によって大気中の二酸化炭素の吸収・固定を

行っています。森林から生産される木材をエネルギーとして燃やすと二酸化炭素を発

生しますが、この二酸化炭素は、樹木の伐採後に森林が更新されれば、その成長の過

程で再び樹木に吸収されることになります。このように、木材のエネルギー利用は、

大気中の二酸化炭素濃度に影響を与えないというカーボンニュートラルな特性を有し

ています。このため、化石燃料の代わりに木材を利用することにより、二酸化炭素の

排出の抑制が可能となり、地球温暖化防止に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木質バイオマス利用の循環イメージ 

出典：林野庁 HP 

（Ｃ）木質バイオマス発電所の設置 

   市内の民有林から得られる間伐材を有効活用した木質バイオマス発電所を市が設置

し、再生可能エネルギー導入を推進していきます。さらに、脱炭素効果、エネルギーの

地産地消だけでなく、山の適正な管理、土砂災害の防止などにもつながります。また、

地元林業事業者、一般財団法人泉佐野電力と協力することで人材育成、地域雇用、住民

の環境意識向上など推進していきます。 
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6．区域施策編の実施及び進捗管理 

 
本計画の進捗管理は、温室効果ガスの排出量削減を実現するため、PDCA サイクルに基づ

いて行います。目標の設定を本計画で行い、その目標に向けて市民、事業者、市が連携して

実施していきます。毎年度、環境省の自治体排出量カルテの数値より区域の温室効果ガス排

出量について把握するとともに、その結果を用いて計画全体の目標に対する達成状況や課

題の評価を実施します。 

本計画は、目標年度を 2030（令和 12）年度としていますが、今後の地球温暖化の 動向

や、社会・経済の動向、市民意識の変化等を踏まえ、必要に応じて計画内容の見直しを行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 PDCA サイクル 

  

PLAN 

計画の策定 

・具体的な実施内容、対策など

を設定 

DO 

施策の実施 

・設定した実施内容、対策など

を実行 

 

CHECK 

確認、評価 

・温室効果ガス排出量の確認 

・計画達成状況の確認 

 

ACTION 

見直し 

・実施内容、対策などの改善、 

 見直し 
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資料編 

 

（1）泉佐野市環境衛生審議会 委員名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）開催記録 

・諮問（令和７年１月２８日） 

・答申（令和７年２月３日） 
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（3）地球温暖化に関するアンケート結果（市民・事業者） 

 

2022 年 10 月から 11 月にかけて、地球温暖化に関する市民アンケートを実施し、556

件から回答がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主に泉佐野市在住の方から幅広く意見聴取を行った。回答者の職種、性別、年齢について

は以下の通り。 
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カーボンニュートラルについて具体的な内容や意味は知らないと回答した方が半数以上

を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特にゲリラ豪雨や台風の大型化、猛暑日や熱帯夜の増加に危機感を感じている方が多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

具体的な取り組みについては、ごみの分別処理、使い捨てプラスチックの削減、食品ロス

の削減など、廃棄物に関する取り組みが上位にみられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地球温暖化関連の情報については、年代に依らずテレビ及びネット記事・SNS によって

収集している人が多かった。 
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泉佐野市が取り組む施策について、どちらかいえば経済的な負担を最小限に抑えた対策

を講じていくべきという回答が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、多量排出事業者の削減への取り組みや環境教育、運輸部門における取り組みに注

力してほしいという回答が多かった。 
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2022 年 10 月から 11 月にかけて、地球温暖化に関する事業者アンケートを実施し、依

頼した 50 社のうち半数である 25 社から回答がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答は製造業を中心とした様々な業種・規模の 25 社。内訳は以下の通り。 
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回答者のうち、大規模事業者を中心に 16%の事業者がゼロカーボン宣言を実施済みであ

る一方で、半数以上の事業者ではゼロカーボン宣言の予定がない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模事業者を含め、多くの事業者から省エネに取り組んでいると回答があった。一方で、

次に回答が多かった再エネの導入に取り組んでいる事業者数は、回答があった事業者の

20%に留まる。 
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今後の取り組み予定としては、現在の取り組んでいる内容とほぼ同様であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

泉佐野市が取り組む施策について、どちらかといえば経済的な負担を最小限に抑えた対

策を講じていくべきという回答が、特に小規模事業者で多かった。 
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今後、泉佐野市には、環境教育、再エネ利用促進、交通手段の低炭素化及び気象現象に関

する情報提供に注力してほしいとの意見が多かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民及び事業者アンケートの結果を整理すると、共通する回答が多くみられる結果とな

った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


